
 

 

個人番号カード受取 

●平成28年1月から 

 本人が市区町村の

窓口で受け取れま

す。 

必要書類 

・通知カード 

・個人番号カード申請

後に届くハガキ(交

付通知書) 

・本人確認書類(運転

免許証等) 

 

 税理士みむらの 

    プ チ 経 営 塾 
                         政府広報、国税庁他より  

                                                   

                                          

                                           

 

 

 

平成２５年５月２４日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(以下、マイナンバーと呼称します)」及び関連法が成立、平成２７年１０月５日

を施行期日とし、平成２８年１月１日にマイナンバーの利用を始めることが決定されました。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.行政の効率化  ２.国民の利便性の向上 ３.公平・公正な社会の実現 

行政機関や地方公共団体な

どで、様々な情報の照合、転

記、入力などに要している時

間や労力が大幅に削減されま

す。複数の業務の間での連携

が進み、作業の重複などの無

駄が削減されます。 

 

 

 

 

 

 

添付書類の削減など、行政手

続きが簡素化され、国民の負

担が軽減されます。また、行

政機関が持っている自分の情

報を確認したり、行政機関か

ら様々なサービスのお知らせ

を受け取ることができます。 

所得や他の行政サービスの受給

状況を把握しやすくなるため、

負担を不当に免れることや給付

を不正に受け取ることを防止す

るとともに、本当に困っている

方々にきめ細かな支援を行うこ

とができます。 

個人の 

  場合 

１２桁の番号 



        法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会

基盤です。平成２７年１０月から法人には１法人１つの番号(1３桁)が指定され、登記上

の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人

番号公式サイト)を通じて公表します。    

個人のマイナンバーは、当面は社会保障分野、税分野などに利用範囲が限定されていますが、法

人番号は、官民問わず様々な用途でその活用が可能なものと位置付けられており、広く一般に公表

されます。法人番号により公表される情報は、指定を受けた団体の①商号・名称、②本店・主たる

事務所の所在地、③法人番号の３項目です(基本 3 情報)。 

 

              

   現時点においては、法人番号の指定を受けた者に対する通知の開始が平成２７年１０月からにな

る見込みであるため、法人番号の公表も平成２７年１０月下旬からになります。 

     なお、番号法の施行日時点で法人番号の指定対象となる設立登記法人に対する法人番号の通知は、

平成２７年１０月頃から順次行い、同年１１月末頃までに完了する見込みです。そのため、全ての

団体の情報を対象とした検索・閲覧は、平成２７年１２月から可能となる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             →法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。   

 

            →法人番号を軸に企業等法人がつながる。 

 

              →法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。 

 

法人の     

  場合 

  

   


